
平成 24 年 10 月 15 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 笠 岡 市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 

委託内容： 研修会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

  笠岡市市民後見人養成研修 

 

（研修対象者） 

  市内在住で３０歳以上７５歳未満の方で社会貢献に意欲と熱意がある

方 

 

（研修カリキュラム） 

  ◎基礎研修・応用研修（３５時間） 

  ◎レベルアップ研修（４時間），実践研修（２箇所各３時間） 

   ※基礎研修は岡山県社協の研修を一部利用 

  

（講師） 

  ◎基礎研修 

    市職員及び社協職員 

  ◎応用研修，レベルアップ研修，実践研修 

    弁護士，行政書士 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成 24年 6月  研修受講者募集 

      8月  受講者面接選考 

      10月  権利擁護基礎セミナーの開催 ※別紙開催チラシ参照 

10月 

11月  市民後見人養成研修（基礎・応用） ※別添開催チラシ参照 

12月 

平成 25年 1月  レベルアップ研修 

      2月  実践研修（施設体験） 

      3月  養成研修修了証交付式 

 

備      考 

 

平成 24年度養成研修受講者 6名 

別添 



平成 24 年 10 月 15 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 笠 岡 市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 

委託内容： 市民後見推進のための検討会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民後見推進検討会の設置＞ 

（構成メンバー） 

   市，市社協，弁護士，行政書士 

 

（検討内容） 

  ◎市民後見人バンク設置要綱の検討 

  ◎市民後見人バンク運営基準の検討 

  ◎市民後見人バンク活動基準の検討 

  ◎先進地視察 

 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

 

平成 24年  8月  第１回検討会 開催 

9月  先進地視察（熊本県山鹿市）  

11月  第２回検討会 開催 

平成 25年  2月 第３回検討会 開催 

3月 第４回検討会 開催 

  

 

備      考 

 

当市においては，笠岡市社会福祉協議会と里庄町社会福祉協議会が「かさ

おか権利擁護センター」を平成 23年 4月 1日に設立し，同センターにおい

て法人後見を実施しており，市民後見人の養成も行っていく。 

 

 

別添 



平成 24 年 10 月 15 日現在 

 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 笠 岡 市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 

委託内容：専門職ネットワークとの連携と市民後見人バンクの設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市民後見人バンクの設置 

 かさおか権利擁護センターに市民後見人バンクを設置する。 

 

  ①養成研修を修了した者（市民後見研修員）は，法人後見の実務実習を

経てバンク登録者となる。 

  ②バンク登録者は家庭裁判所の選任により，弁護士等専門職及び法人と

複数後見で活動する。 

 

 

 

◎専門職ネットワークとの連携 

 平成 24年 10月に設立した「ＮＰＯ法人 井笠いきいきネット」と連携し，

市民後見人のサポート体制について検討する。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成 24年 8月  市民後見人バンク設置 

      11月  バンク運営基準について家庭裁判所との協議 

平成 25年 2月  活動基準について家庭裁判所との協議 

 

・平成 24年 7月～平成 25年 2月（全 8回） 

  成年後見勉強会 

・平成 24年 8月～平成 25年 2月 

  市民後見研修員フォローアップ研修，法人後見実務実習 

 

備      考 

 

 

 

別添 


